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令和４年12月橋本市議会定例会会議録（第４号）その２ 

令和４年12月８日（木） 

                                          

（午前９時30分 開議） 

○議長（小林 弘君）皆さま、おはようござ

います。よろしくお願いいたします。 

 ただ今の出席議員数は17人で、定足数に達

しております。 

                     

○議長（小林 弘君）これより本日の会議を

開きます。 

 この際、報告いたします。 

 今回、提出された請願は、お手元に配付の

請願文書表のとおり１件であります。これを

会議規則第141条の規定により、請願第15号 

市民のくらしを守るため、国民健康保険税の

引き下げ及び子どもの均等割の軽減を求める

請願 は、文教厚生委員会に付託いたします。 

 以上で報告を終わります。 

                     

日程第１ 会議録署名議員の指名 

○議長（小林 弘君）これより日程に入り、

日程第１ 会議録署名議員の指名 を行いま

す。 

 本日の会議録署名議員は、会議規則第88条

の規定により、議長において、２番 垣内君、

９番 石橋君の２人を指名いたします。 

                     

日程第２ 認定第１号 令和３年度橋本市

一般会計決算の認定について から、日程

第14 認定第13号 令和３年度橋本市病院

事業会計決算の認定について までの13件 

○議長（小林 弘君）日程第２ 認定第１号 

令和３年度橋本市一般会計決算の認定につい

て から、日程第14 認定第13号 令和３年

度橋本市病院事業会計決算の認定について 

までの13件を一括議題といたします。 

 ただ今議題となりました令和３年度各会計

決算の認定については、去る９月定例会にお

いて設置されました令和３年度決算審査特別

委員会の閉会中の継続審査に付していたもの

であります。 

 本件について、委員長の報告を求めます。 

 令和３年度決算審査特別委員会委員長、６

番 辻本君。 

〔６番（辻本 勉君）登壇〕 

○６番（辻本 勉君）それでは、委員長報告

を行います。 

 去る９月15日の本会議において本委員会に

付託され継続審査となった認定第１号から認

定第13号までの令和３年度各会計決算の認定

13件の審査結果について報告いたします。 

 ９月定例会閉会後の去る10月19日、20日、

21日に委員会を開催し、慎重審査を行いまし

た。 

 審査結果については、次のとおりです。 

 まず、認定第１号と認定第２号については、

いずれも賛成討論と反対討論がそれぞれ１人

ずつあり、賛成多数で原案のとおり認定すべ

きものと決しました。 

 次に、認定第３号から認定第８号までは、

いずれも全会一致で原案のとおり認定すべき

ものと決しました。 

 次に、認定第９号については、賛成討論と

反対討論がそれぞれ１人ずつあり、賛成多数

で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第10号については、全会一致で

原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第11号については、賛成討論と

反対討論がそれぞれ１人ずつあり、賛成多数

で原案のとおり認定すべきものと決しました。 

 次に、認定第12号と認定第13号については、

いずれも全会一致で原案のとおり認定すべき
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ものと決しました。 

 以上で本委員会の審査結果報告を終わりま

すが、詳細につきましては委員会記録をご高

覧くださいますようお願いいたします。 

 以上でございます。 

○議長（小林 弘君）ただ今の委員長報告に

対する質疑を行います。 

 質疑ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）質疑がありませんので、

質疑を終結いたします。 

 これより認定第１号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）おはようございます。 

 認定第１号 令和３年度橋本市一般会計決

算に反対の立場から討論を行います。 

 令和２年１月から新型コロナ感染症が広が

り始め、令和３年度は感染の拡大により市民

生活に大きな影響を与えた年でした。いろい

ろな行事が中止になりました。ワクチン接種

もあり、職員の時間外勤務も増えました。そ

ういう中で、市民への対応は十分だったのか。

実質収支額が13億円余りで、財政調整基金は

約６億円増え、減債基金は約586万円から約２

億4,000万円に増えています。水道料金の引下

げなど、市民生活を支える施策をもっとすべ

きだったと考えますので、本決算に反対いた

します。 

○議長（小林 弘君）次に、賛成の立場で討

論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、認定第１号 令和３年度橋本市

一般会計決算の認定について を採決いたし

ます。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、認定第１号は委員長報告のとおり

認定することに決しました。 

 次に、認定第２号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ８番 髙本君。 

〔８番（髙本勝次君）登壇〕 

○８番（髙本勝次君）皆さん、おはようござ

います。 

 そうしましたら、令和３年度橋本市国民健

康保険特別会計決算に、私は反対の立場で討

論をさせていただきます。 

 国民健康保険制度は、国民皆保険制度とし

て本市では市民の命と健康を守る大切なセー

フティーネットであります。１世帯当たりの

税額が令和２年度より平均5,830円高くなっ

ています。収納率が96.45％ですが、税額が高

くても自分の家族の命と健康を守るためにな

くてはならない保健証ですから、節約しなが

らの家計から、これだけは納税しなくてはな

らないということで、保険証を持たなくては

いけないということで、節約しながらも納税

しているのが、皆さんのそういう世帯も少な

くないということであります。基金を繰り入

れながらも、高い保険税では年収が増えない

中で厳しい生活が強いられています。 

 本市の厳しい財政状況にあっても、少しで

も保険税を軽減できるよう財政措置を講ずる

必要があったのではないかと思います。それ

で、来年度以降は財政措置の対応を求めるこ

とをしていただきたいと思いますので、反対

の立場で討論をさせていただきました。どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり
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ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより、認定第２号 令和３年度橋本市

国民健康保険特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、認定第２号は委員長報告のとおり

認定することに決しました。 

 次に、認定第３号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第３号 令和３年度橋本市住

宅新築資金等貸付事業特別会計決算の認定に

ついて を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第４号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第４号 令和３年度橋本市駐

車場事業特別会計決算の認定について を採

決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第５号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第５号 令和３年度橋本市墓

園事業特別会計決算の認定について を採決

いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第６号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第６号 令和３年度橋本市農

業集落排水事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第７号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 
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〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第７号 令和３年度橋本市土

地区画整理事業特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第８号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第８号 令和３年度橋本市介

護保険特別会計決算の認定について を採決

いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第９号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ７番 阪本君。 

〔７番（阪本久代君）登壇〕 

○７番（阪本久代君）認定第９号 令和３年

度橋本市後期高齢者医療特別会計決算に反対

の立場から討論を行います。 

 後期高齢者医療制度は、平成20年４月から

始まりました。初めは保険料の９割軽減があ

りましたが、現在は７割軽減、窓口負担は１

割でしたが、今年の10月から一定以上の所得

があると２割負担となりました。保険料も２

年ごとに見直しがされ、高齢になるほど医療

にかかることが増えるので、際限なく保険料

が高くなる仕組みになっています。また、7.75

割軽減が令和３年度から７割軽減になりまし

た。ますます後期高齢者の負担が増えていま

す。 

 令和３年度は、不納欠損が増え市税や国保

税の収納率が上がっている中で、収納率が普

通徴収で99.32％から99.10％、合計で99.83％

から99.78％へと下がっています。後期高齢者

医療制度を廃止し元の老人保健制度に戻せば、

75歳になっても国保や健保などから切り離さ

れず、安心して医療を受けることができると

考えますので、本決算に反対いたします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより認定第９号 令和３年度橋本市後

期高齢者医療特別会計決算の認定について 

を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 

 よって、認定第９号は委員長報告のとおり

認定することに決しました。 

 次に、認定第10号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第10号 令和３年度橋本市工

業団地造成事業特別会計決算の認定について 
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を採決いたします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第11号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

 ８番 髙本君。 

〔８番（髙本勝次君）登壇〕 

○８番（髙本勝次君）そしたら、令和３年度

の橋本市水道事業会計決算に反対の立場で討

論をいたします。 

 橋本市の水道料金は、和歌山県内の他の自

治体と比較して非常に高く、市民生活の大き

な負担になっています。コロナ禍で、県内の

他の自治体では一定期間の水道料金減免措置

がありましたが、本市ではありませんでした。

どこの地域を訪ねて回ってみましても、市民

からは、「水道料金が高い。なぜ橋本市は一定

期間の減免措置もしないのか」という声をあ

ちこちで聞きました。 

 大滝ダムの水利権の負担や水道設備老朽化

に伴う負担が続き、高い水道料金はやむを得

ないではなく、物価高騰が続く中、少しでも

市民生活の支えになるように水道事業を進め

る責務があるのではないかと思います。今後

も高い水道料金を続け、さらに値上げするこ

とのないよう財政措置を講ずることを求めて、

反対の討論といたします。よろしくお願いい

たします。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

 12番 堀内君。 

〔12番（堀内和久君）登壇〕 

○12番（堀内和久君）私は、賛成の立場で討

論をさせていただきます。 

 いつも申し上げているように、料金の高い

安いというのは決算とは別の話でございます。

当然、先ほどから一般会計であったり国保で

あったり、後期高齢医療、賛成討論をすべき

かなと迷ったんですが、決算そもそも論は使

ったお金が適正であるか否か。価格高騰とい

うのはこの決算の後の話であります。 

 今回のテーマは、コロナの対策でどれだけ

のサービス、いろんなことができたかという

ことも確かに決算の委員会の中でも議論とな

っておりますが、そもそもの水道料金を値上

げの提案から可決、議決をしたのは本市議会

であります。料金を上げることを承認したの

は市議会であります。料金が高い代わりに、

それ以上の安心安全の水を供給し、橋本市に

さらなる飛躍とさらなるサービスをつくって

いこうということも踏まえてダウンサイジン

グもしております。現場の職員は水道にかか

わらず懸命に知恵を絞り、コロナの中でも市

民サービスを低下させないように尽力してい

ることを私は知っています。 

 したがいまして、本決算に関しては賛成す

べきものであると考えて討論させていただき

ます。 

○議長（小林 弘君）ほかに討論する方あり

ませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ありませんので、これ

をもって討論を終結いたします。 

 これより認定第11号 令和３年度橋本市水

道事業会計決算の認定について を採決いた

します。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することに賛成の諸君の

起立を求めます。 

（賛成者起立） 

○議長（小林 弘君）起立多数であります。 
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 よって、認定第11号は委員長報告のとおり

認定することに決しました。 

 次に、認定第12号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第12号 令和３年度橋本市下

水道事業会計決算の認定について を採決い

たします。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

 次に、認定第13号の討論に入ります。 

 討論する方ありませんか。 

〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）討論がありませんので、

討論を終結いたします。 

 これより認定第13号 令和３年度橋本市病

院事業会計決算の認定について を採決いた

します。 

 委員長報告は認定であります。本決算は委

員長報告のとおり決することにご異議ありま

せんか。 

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（小林 弘君）ご異議がありませんの

で、本決算は委員長報告のとおり認定するこ

とに決しました。 

                     

  

 


